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弥富市一般競争入札（物品等）実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、弥富市が発注する物品の買入れ又は借入れ、役務の提供等（建設

工事に関する設計、監理、調査及び測量の業務を除く。）に係る一般競争入札（以下「一

般競争入札」という。）を実施するに当たり、その実施方法等について、弥富市契約規

則（平成元年弥富町規則第8号。以下「契約規則」という。）及び弥富市物品等電子入

札実施要領（以下「電子入札実施要領」という。）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

（一般競争入札の実施方法等） 

第２条 一般競争入札の手続は、あいち電子調達共同システム（物品等）のサブシステ

ムである電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。 

２ 一般競争入札は、電子入札実施要領の定めるところにより、開札後に落札候補者に

対して入札参加資格の確認を行い、落札者を決定する方式とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、一般競争入札に付する契約の性質、目的その他特別な

理由により当該入札が電子入札システムにより難い場合は、紙による一般競争入札を

行うことができる。 

４ 前項の規定により紙による一般競争入札を行う場合の手続は、電子入札システムに

より一般競争入札を行う場合の手続に準ずるものとする。 

（対象案件） 

第３条 一般競争入札を実施する対象案件は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、予

定価格が当該各号に定める金額を超えるもののうちから市長が決定する。 

⑴  製造の請負 ２００万円 

⑵  物品の買入れ １５０万円 

⑶  物品の借入れ ８０万円 

⑷  役務の提供、業務委託等 １００万円 

（入札参加資格要件） 

第４条 一般競争入札に参加を希望する者（以下「入札参加希望者」という。）は、次に

掲げる資格要件を備えていなければならない。 

⑴  入札対象案件の種類に応じた営業種目で、弥富市入札参加資格者名簿（物品等）
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に登載されている者であること。 

⑵   地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

⑶   入札の公告日から落札決定日までの間において、弥富市建設工事等指名停止取扱

要領に基づく指名停止措置を受けていない者であること。 

⑷   入札の公告日から落札決定日までの間において、「愛知県が行う事務及び事業か

らの暴力団排除に関する合意書」（平成 24 年６月 29 日付け愛知県知事等・愛知県

警察本部長締結）に基づく排除措置又は「弥富市が行う事務又は事業からの暴力団

排除に関する合意書」（平成23年 12月 27日付け弥富市長等・愛知県蟹江警察署長

締結）に基づく排除措置を受けていない者であること。 

⑸  会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第１７条の規定による更生手続開始の申

立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第２１条の規定による再生手続開

始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更生手続

開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、

再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、更生手続開始又

は再生手続開始の申立てがなされなかった者とみなす。 

２ 前項に掲げるもののほか、一般競争入札に付する契約の性質又は目的により、当該

入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、次に掲げる資格要

件を設けることができる。 

⑴  本社（本店）又は支社（支店、営業所等）の所在地 

⑵  過去の契約実績 

⑶  許認可・資格、技術等の有無 

⑷  前３号に掲げるもののほか、当該契約の履行に必要と認められる事項 

 （入札参加資格要件の決定） 

第５条 一般競争入札を行おうとするときは、弥富市入札参加資格審査委員会要綱（以

下「審査委員会要綱」という。）第７条の規定により弥富市入札参加資格審査委員会（以

下「審査委員会」という。）に一般競争入札参加資格要件等設定調書（第１号様式）を

提出し、当該入札の参加資格要件について審査を受け、承認を得なければならない。 

（入札案件の登録等） 

第６条 一般競争入札に付する案件を電子入札システムに登録するときは、公告の写し、
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入札者心得書、契約書案、約款、仕様書その他の資料（以下「入札資料」という。）を

電子ファイルにより添付するものとする。 

２ 前項の入札資料のうち電子ファイルとして電子入札システムに添付することが困難

なものについては、閲覧又は配布の方法によることができる。 

 （入札の公告事項） 

第７条 一般競争入札の公告には、契約規則第８条各号に掲げるもののほか、次に掲げ

る事項を明示しなければならない。 

⑴  入札資料を閲覧又は配布の方法により公開する場合には、これに関すること。 

⑵  入札資料に対する質問及び回答に関すること。 

⑶  落札者の決定方法等に関すること。 

⑷  最低制限価格を設定する場合には、これに関すること。 

⑸  入札の取りやめ等に関すること。 

⑹  契約保証金に関すること。 

⑺  特定の不正行為に対する措置に関すること。 

 （入札資料に対する質問及び回答） 

第８条 入札資料に対する質問及び回答の手続は、電子入札システムにより行うものと

する。 

２ 入札担当者は、入札参加希望者から質問があったときは、直ちに当該入札の事業を

所管する課（以下「所管課」という。）に期限を付して回答の作成を依頼するものとす

る。 

３ 入札担当者は、前項の規定により回答の作成を依頼した所管課から回答の提出があ

ったときは、速やかにこれを電子入札システムにより公開しなければならない。 

（開札） 

第９条 入札担当者は、入札公告に示す開札予定日時後、速やかに開札を行い、予定価

格の制限の範囲内の価格で最低の価格（最低制限価格を設定した場合は、予定価格の

制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の最低の価格）をもって入札をした者を落札

候補者とする。 

２ 落札者の決定は、次条及び第１１条の手続が完了するまで保留する。 

３ 入札担当者は、第１項の開札後、速やかに入札参加者全員に対して、電子入札シス

テムにより保留通知書を送信するものとする。 
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（開札後の審査） 

第１０条 入札担当者は、落札候補者に対し、開札日の翌日から起算して２日（日曜日、

土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下

「休日」という。）を除く。）以内に、一般競争入札参加資格確認申請書（第２号様式）

により入札参加資格を満たしていることを確認するための書類（以下「資格確認書類」

という。）を持参により提出させ、速やかに落札候補者の入札参加資格の審査を行うも

のとする。 

２ 開札日以降、落札決定日までの間に入札参加資格を満たさなくなった者は、落札候

補者となることができない。 

３ 落札候補者が第１項の期限までに資格確認書類を提出しない場合は、当該落札候補

者は、入札参加資格を満たさないものとみなす。 

４ 落札候補者が前３項の規定により入札参加資格を満たさないことが判明した場合は、

予定価格の制限の範囲内の価格で次に低い価格をもって入札をした者から順に新たな

落札候補者として、入札参加資格を満たす者が確認できるまで第１項の手続を行うも

のとする。この場合において、第１項中「開札日」とあるのは、「上位の落札候補者の

審査が終了した日」と読み替えるものとする。 

（審査委員会の承認） 

第１１条 前条第１項又は第４項の規定により落札候補者の審査を終えたときは、審査

委員会要綱第８条の規定により速やかに審査委員会に一般競争入札参加資格審査調書

（第３号様式）を提出し、当該落札候補者の入札参加資格について審査を受け、承認

を得ることにより落札者を決定する。 

（落札者決定の通知等） 

第１２条 入札担当者は、前２条の規定により落札者を決定したときは、速やかに電子

入札システムにより開札結果を公開するとともに、入札参加者全員に対して、落札決

定通知書を送信するものとする。 

２ 第１０条第１項又は第４項の規定により、落札候補者となった者で入札参加資格を

満たさないとして落札者とならなかった者は、当該決定に不服がある場合は、前項の

落札決定通知書を受信した日の翌日から起算して５日（日曜日、土曜日及び休日を除

く。）以内に、書面（第４号様式）を持参により入札担当課に提出し、当該入札参加資

格を満たさないとされた理由について説明を求めることができる。 
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３ 前項の規定により入札参加資格を満たさないとされた理由について説明を求める書

面の提出があったときは、当該書面を受理した日の翌日から起算して５日（日曜日、

土曜日及び休日を除く。）以内に、書面（第５号様式）により回答するものとする。 

４ 第２項に規定する申立ては、開札以降の事務の執行を妨げないものとする。 

（再度入札） 

第１３条 第９条第１項の開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格（最低制限価格

を設定した場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格）で入

札をした者がないときは、再度の入札を１回に限り行うことができる。ただし、予定

価格を事前公表している場合にあっては、再度の入札は行わない。 

 （入札の無効） 

第１４条 契約規則第１３条及び電子入札実施要領第１５条に該当する入札のほか、Ｉ

Ｃカードを不正に使用して行った入札、弥富市公共工事等入札者心得書において示す

条件に違反した入札、資格確認書類等に虚偽の記載をした者の行った入札並びに必要

な書類を提出しない者の行った入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者とし

ていた場合には、直ちに落札決定を取り消すものとする。 

 （秘密の保持） 

第１５条 第１０条第１項又は第４項の規定により提出された資格確認書類は、返還せ

ず、また、原則として公表しない。 

 （雑則） 

第１６条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 


